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財
政
叫
升

ω
課
税

H
的

第
二
十
七
魯

部

披

O 

主---E一回

多E

財

政

以

外

課

税

目

的

の

抄

見

員目

第

課

税

の

目

的

租
税
は
岡
家
公
共
同
髄

ω
一
一
般
経
貨
を
支
排
す
る
第
に
・
私
経
済
よ
・
9
強
制
的
に
徴
牧
せ
ら
れ
た
る
も
り
で
ゐ

る
ο

柿
税
ゆ
か
、
る
性
質
は
二
つ
の
重
大
な
る
結
川
棋
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
第
一
、
租
税
は
一
般
経
費
を
支
緋

す
る
を
目
的
正
し
て
ゐ
る
。
従

τ特
定

ω経
費
を
支
一
排
す
る
潟
に
徴
牧
せ
ら
る
、
も
の
は
純
粋

ω租
税
ご
言
ふ
を

得
な
い
の
で
ゐ
る
o

第
二
に
、
租
税
は
闘
家
財
政
に
必
要
な
る
経
費
を
支
排
す
る
活
に
、
私
経
済
よ
b
徴
牧
せ
ら

れ
る

ωで
あ
る
o

即
ち
同
家
公
共
闘
躍
り
経
投
を
支
柚
刑
す
る
ご
一
五
ふ
尉
政
的
臼
的
が
存
す
る
事
が
、
租
税
た
る
活

に
帥
腕
〈
ぺ
か
ら
さ
る
要
件
で
ゐ
る

Q

理
論
的
仁
一
五
へ
ば
.
租
税
は
上
記

ω要
件
を
具
へ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
品
筈

で
ゐ
る
が
、
質
在
の
祖
税
は
必
す
[
も
此
理
論
ピ
一
致
す
る
も
の
で
な
い
。

句ー " . 



租
税
の
具
ふ
べ
き
第
一
要
件
の
例
外

=
L
て
目
的
税
な
る
も
の
を
奉
げ
る
事
が
出
来
る
。
或
る
一
定
目
的
を
限

定
し
て
、

そ
の
目
的
に
必
要
な
る
経
費
を
支
耕
す
ゐ
が
錫
に
特
定

ω租
税
を
徴
牧
す
る
場
合
が
之
で
ゐ
る
。
短
時

日
の
間
に
軍
備
の
大
櫛
張
を
行
ふ
鋳
に
は
、
勢
ひ
凶
内
に
存
す
る
私
有
財
産
に
課
税
し
て
、
そ
の
財
源
を
求
め
ね

ば
な
ら
泊
。

か
の
凶
内
り
有
産
者
よ
り
財
産
税
を
徴
収
L
、
そ
れ
を
箪
備
の
充
貨
に
ゐ
つ
る
が
如
き
は
、
国
税
己

し
て
の
日
的
枕

ω通
例
で
あ
る
。
叉
交
通
の
頒
繁
な
る
が
銭
、
地
方
剛
健
が
道
踏
み
改
良
仁
巨
額
ゆ
経
費
を
投
A
T

ね
ば
な
ら
ぬ
場
合
が
ゐ
る
。
此
の
際
道
路

ω修
繕
に
よ
L

り
、
特
に
利
盆
を
受
〈
べ
き
自
動
車
に
祖
税
セ
謀
し
、
ヲ
々

の
牧
入
高
を
道
路
改
良
裂
の
一
部
叉
は
全
部
に
あ
工
る
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
地
方
税
正
し
て

ω
日
的
税

ω
一
例
で

ゐ
る
o

此
の
禍

ω目
的
枕
は
世
界
大
戦
の
前
後
に

b
盛
に
行
は
れ
、
現
に
濁
逸
に
つ
い
て
見
る
も
一
九
一
三
年
入

月
三
日
ω
4
4
0
r
手
命
日
円
高
及
び

J12目
白
四
百
自
己

E
の
伊
田
昨
日
同
司
、

河内円。}出口中

一
九
一
九
年
十
二
月
三
十
一
日
の

件
。
目
U
『
ぬ
円
.

一
九
ニ
ゴ
一
年
入
月
十
一
日

ω
同

Z
Z
E河
口
町
佐
宮
古
及
び
出
円
。
君
。
円
百
円
四
戸
吉
田
ω
佐
官
uo
を
数
へ
る
事
が
出

来
る
。

εの
詳
細
は
紳
戸
博
士

ω税
先
に
譲
品
。

租
税
の
第
二
要
件
的
例
外
を
な
す
の
は
、

目
的
枕

ω場
合
ご
は
そ

ω性
質
を
異
に

Lτ
ゐ
る
山
で
ゐ
る
。
租
枕

は
本
家
財
政
目
的
を
布
じ
て
ゐ
る
べ
き
筈
で
あ
る

ω
に
、
財
政
以
外
的
目
的
が
課
税
り
目
的
に
加
は
る
曜
が
ゐ

品
。
そ
の
最
も
着
る
し
い
例
ご
し
て
枇
曾
政
策
的
租
枇
己
保
護
闘
枕
ご
の
二
つ
が
翠
げ
ら
れ
て
ゐ
る
。
真
に
最
近

に
は
品
川
換
銀
行
券

ω限
外
扱
行
枕
を
欽
へ
る
事
が
出
来
る
。
貧
富
山
り
懸
怖
が
或
る
程
度
以
上
に
烈
し
〈
な
る
事
は
、

設

苑

財
政
は
升
白
謀
耽
目
的

第
二
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財
政
以
外
国
諌
柑
目
的

耽
曾
生
活
を
脅
か
す
結
川
市
を
一
不
す
か
ら
、

引
税
を
徴
牧
す
る
に
ゐ
た
っ
て
も
・
比
り
趨
叫
軍
中
」
矯
正
す
る
に
努
め
、

以

τ枇
合
的
不
安
を
除
去
せ
ん
正
す
る

ω主
張
が
行
は
れ

τゐ
る
。
枇
品
開
政
策
的
組
税
が
之
で
ゐ
る
。
先
進
国
り

優
良
商
品

ω怨
に
、
後
進
凶

ω商
品
仙
川
山
路
が
腿
倒
せ
ら
れ
る
場
合
に
は
、
叫
帆
措
唱
凶
記
し
て
何
ら
か

ω針
策
を
講

世
ね
ば
な
ら
向
。
比

ω際
先
進
凶
り
優
良
川
間
的
輸
入
に
帆
到
し
相
嘗

ω保
議
開
枕
を
課
し
て
、
以
て
後
進
国

ω産
業

の
俊
民
を
計
る
世
帯
が
考
へ
ら
れ
る
、
保
諮
問
問
枕
が
削
も
之
で
あ
る
。
瓦
に
品
川
換
銀
行
券
が
不
相
常
に
膨
脹

L
K
場

合
に
は
、
愛
券
銀
行
は
そ
の
金
利
政
策
を
通
じ

τ之
が
収
縮
を
計
る
必
要
が
あ
る
。
品
見
換
券
後
行
高
調
節
り
方
法

ご
し
て
純
々

ω制
度
が
考
へ
ら
れ
る
が
、
限
外
俊
行
税

ω制
度
も
そ
の
一
方
法
で
ゐ
一
る
。
品
川
換
券
後
行
高
が
一
定

限
度
を
越
ゆ
る
時
い
は
、
超
過
畿
行
一
向
に
濁
し
限
外
資
行
枕
を
制
附
し
て
、
品
H

券
銀
行

ω金
利
政
策

ω賀
行
を
伶
儀

な
く
せ
[
め
、
以
工
品
川
換
券
牧
縮

ω目
的
を
逮
せ
ん

Z
す
る
の
で
あ
る
o

か
〈
考
~
る
ど
州
合
政
策
的
租
税
、
保

謎
側
枕
、
限
外
俊
行
枕
の
三
つ
の
租
枕
は
、
財
政
以
外
の
諸
目
的
、

即
ち
貧
富

ω懸
一
陥
の
調
和
、
国
内
産
業
川
町
一
保

議
、
一
見
に
金
融
調
節
の
目
的
を
有
し
て
ゐ
る
の
で
ゐ
る
。
財
政
の
目
的
以
外
の
課
税
目
的
を
有
せ
る
租
枇
は
此

ωz
 

N
d匂
め
の

ro
己

2
回
呂
聞
の

5
2ロ
向
"

(出向。
F
E
ω
r
t
u己戸内

三
械
に
止
ま
ら
な
い
。
こ
れ
向
学
者
が
則
政
以
外
の
課
税
目
的

叶

E
E
o
p
p
H
Z
O口
出
回
目
白

-
E弓
sa)
を
財
政
目
的
ご
併
せ
て
研
究
す
る
所
以
で
ゐ
る
。

第

財
政
以
外
の
課
税
目
的
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財
政
以
外
の
課
税
目
的
を
有
す
る
租
税
は
普
通
の
租
枕
ご
異
っ
て
ゐ
る
か
ら
、
之
を
目
的
枕
ざ
闘
越
し

τ取
扱

よ
事
者
が
あ
る
が
、
な
は
や
は

b
通
説
U
従
ひ
前
者
を
印
昨
日
百
円
自
古

Z
S
Z
N
4
2
n
r
z
L
・
後
者
を

N
5
0
r且
2
2

言
し
て
両
者
を
区
別
し
た
い
の
で
あ
る
o

目
的
枕
は
租
税
の
使
途
が
特
定
の
経
費
の
支
排
に
限
定
せ
ら
れ

τゐ
る

場
合
に
成
立
す
る
の
で
あ
る
o

之
に
反
し

財
政
以
外
の
目
的
を
有
す
る
租
税
ご
云
ふ
の
は
そ
の
租
税
を
私
経
済

よ
h
徴
牧
す
る
事
が
財
政
以
外
の
目
的
を
遣
す
る
の
で
ゐ
る
。
租
税
の
効
栄
は
二
期
に
分
れ
て
ゐ
る
。
現
枕
が
私

経
済
L
d
h
徴
牧
せ
ら
れ
る
事
が
そ
の
第
一
期
で
あ
っ
て
、
私
経
済
よ
り
徴
股
せ
ら
れ
た
そ
の
租
税
が
闘
家
会
共
附

様

ω経
費

Z
L
て
支
出
せ
ら
る
、
事
が
第
二
期
で
あ
る
。
そ
の
租
税
が
「
財
政
以
外
の
目
的
を
有
す
る
租
税
」
な
り

や
否
や
は
、
毛

ω租
税
が
私
経
済
よ
り
徴
収
せ
ら
る
、
時
に
財
政
以
外
の
目
的
を
有
せ
b
や
否
や
の
第
一
期
の
悶

題
で
あ
っ
て
、
之
に
劃
し
そ
の
租
税
が
「
目
的
税
」
な

h
や
否
や
は
、
悲
経
済
よ
り
徴
牧
せ
ら
れ

L
租
税
が
一
般
経

費
的
支
融
問
に
用
ひ
ら
れ
る
か
、
又
は
特
定
経
費
に
使
用
せ
ら
る
、
か
の
第
二
期
の
問
題
で
あ
る
。
勿
論
「
財
政
以

外
の
目
的
を
有
す
る
租
税
」
が
同
時
に
「
目
的
税
」
な
る
場
合
は
、
之
を
考
へ
得
ら
れ
な
い
で
も
な
い
。
例
へ
ば
保

議
閥
稔
の
収
入
を
閥
偵
償
還
に
ゐ
つ
る
が
却
益
d

場
合
で
ゐ
る
。
然
し
「
財
政
以
外
の
目
的
を
有
す
る
租
税
」
な
る
事

は
保
護
関
税
な
る
第
一
期
の
問
題
で
ゐ
っ
て
、
「
目
的
税
」
た
る
事
は
そ
の
牧
入
を
園
債
償
還
に
あ
っ
る
ピ
一
五
ム
第

二
期
の
問
題
で
あ
る
。
財
政
以
外
の
課
税
目
的

t
L
て、

-
』
、
に
論
す
る
の
は
租
税
を
私
経
済
よ
り
徴
牧
す
る
に

際
心
、
岡
家
↓
公
共
問
憾
己
一
私
経
済
ご
が
交
渉
す
る
第
一
期
の
問
題
で
ゐ
る
o

設

財
政
以
持
。
課
和
目
的

第
一
十
七
答

一
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財
政
以
外
申
課
枕
目
的

四

第

騨

凡
そ
岡
家
の
行
動
範
囲
は
各
積
の
方
面
に
及
ん
で
ゐ
る
が
、
財
政
的
方
面
も
そ
の
重
要
な
る
行
動
範
囲
の
一
つ

で
ゐ
品
。
岡
家
が
そ
の
行
動
に
際

L
必
要
ご
す
る
経
費
を
支
耕
せ
ん
が
た
め
に
、
私
経
済
の
富
の
一
部
分
を
徴
牧

す
る
形
式
の
重
要
な
る
も
の
が
租
枕
で
あ
る
o
此

ω意
味
に
於
て
租
枕
は
財
政
的
目
的
を
有
し
て
ゐ
る
o

然
し
租

税
の
形
に
於

τな
経
済
の
富
の
一
部
分
を
岡
家
が
徴
牧
す
る
事
は
、
間
半
に
そ
れ
白
舵
岡
山
部
仁
般
入
を
も
た
ら
す
に

止
ま
ら
す
、
夏
に
他
方
面
に
多
〈
の
影
響
を
奥
へ
る
事
正
な
る
。
従
て
国
家
は
こ
れ
に
よ
っ
て
、
財
政
以
外
の
目

的
合
達
す
る
事
が
出
来
る
o

闘
家
が
私
経
済
よ
ち
租
税
を
徴
牧
す
る
に
際
し
、
財
政
以
外
の
如
何
な
る
他
の
目
的

を
雄
ち
得
る
か
を
示
す
絡
に
、
印
。
}
回
目
注
目
は
興
味
深
き
共
健
的
の
例
を
奉
げ
て
ゐ
る
。
印
の
『
昆
去
は
或
る
聯
邦
が

煙
草
に
謝
し
高
卒
り
総
入
闘
枕
を
課
し
た
場
令
を
考
へ
て
ゐ
る
ω

そ

ω場
〈
ロ
に
此
の
閥
枕
は
如
何
な
る
目
的
を
蓮

L
得
る
で
め
ら
う
か
。
議
論
e

智
正
確
に
す
る
柏
崎
に
「
此
の
聯
邦
を
組
織
す
る
支
分
凶
の
時
候
及
び
地
味
は
煙
草
の

栽
培
に
池
し
て
ゐ
る
が
、
煩
草
の
栽
培
は
術
普
及

L
て
ゐ
な
い
」
正
一
首
ふ
事
を
附
記

L
て
ゐ
る
。
関
税
の
影
響
ピ

し
て
次
の
七
つ
の
事
賀
を
暴
げ
る
事
が
出
来
る
。

第
一
に
関
税
的
徴
枚
以
租
税
牧
入
を
も
た
ら
す
か
ら
、
財
政
政
策
的
目
的
を
達
す
る
事
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
。

第
二
に
煙
草
の
磁
入
を
制
限
す
る
か
ら
、
商
業
政
策
上
有
利
で
あ
る
。

第
三
に
内
地
の
煙
草
の
栽
培
及
び
製
迭
を
奨
励
す
る
事
に
な
る
か
も
産
業
政
策
の
目
的
に
も
泊
ふ
。

第
四
に
煙
草
の
消
費
を
制
限
す
る
か
ら
保
健
の
上
か
ら
見
て
も
喜
ふ
べ
き
事
で
ゐ
る
。
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第
五
に
労
働
の
機
曾
を
多
〈
す
る
か
ら
人
口
政
策
上
好
影
響
が
ゐ
る
。

第
六
に
間
内
ゆ
資
本
の
苔
日
閣
を
刷
る
か
ら
資
本
保
護
政
策
か
ら
も
好
ま
し
い
o

第
七
に
や
、
も
す
れ
ば
地
方
分
離
的
に
流
れ
ん
ご
す
る
支
分
周
を
統
一
す
る
結
米
ご
な
る
か
ら
岡
E

家
政
策
上
か

ら
見
て
も
歓
迎
す
べ
き
事
・
貨
で
あ
る
。

印。
r
E
M去
の
此
の
引
例
は
脚
か
禁
煙
古
内
能
論
者
り
や
う
に
問
え
て
高
率
的
煙
草
輸
入
関
税
の
影
響
を
過
信
し
た

嫌
ひ
は
ゐ
る
が
、
煙
草
闘
枕
の
影
響
が
如
何
に
多
方
面
に
及
、
ぶ
か
は
之
合
以
て
明
ら
か
ご
な
る
。

租
税
の
有
す
る
「
財
政
以
外
の
課
税
目
的
」
を
宣
楓
す
る
か
耳
目
か
は
叩
学
者
に
よ
ら
設
を
異
に

L
1
ゐ
る
が
、
国
家

の
行
動
範
闘
が
如
何
に
底
汎
に
わ
た
っ
て
ゐ
る
か
ご
一
五
ふ
事
己
、
岡
山
部
の
財
政
的
行
動
の
一
郎
た
る
租
税
の
徴
牧

が
同
幽
家
の
を
の
他
の
符
動
範
囲
の
方
面
に
も
如
何
に
大
な
る
影
響
を
奥
へ
る
が
ご
云
ふ
劫
は
之
を
以
て
明
ら
か
に

す
る
事
が
出
来
る
。

財
政
以
外
の
訣
税
目
的
ご
し
て
は
道
他
的
、
倫
理
的
、
保
健
政
策
的
、
且
つ
経
済
政
策
的
り
目
的
が
皐
げ
ら

れ
、
就
中
枇
曾
政
策
的
租
松
正
保
護
関
税
正
が
最
も
重
要
な
る
も
の
と
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
・
向
是
の
他
仁
百
貨
応

枚
、
脊
後
税
、
煙
草
税
、
犬
枕
、
酒
精
税
等
を
数
へ
る
事
が
出
来
る
。
か
〈
て
部
分
的
の
研
究
は
か
く
財
政
皐
者

の
試
み
る
腕
で
ゐ
る
が
、
総
括
的
の
研
先
正
し
て
は
印

nFE去
を
引
用
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

事右

手B

ハヒ

則
政
以
外
白
融
枯
日
的

第
二
十
七
巻

五

第

!JJl 
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掛H

財
政
以
外
白
磁
枕

H
的

畠It

第

財
政
以
外
の
目
的
の
分
析

印

n
E
E
H
丘
は
財
政
以
外
的
説
税
目
的
を
分
析
し
て
岡
家
政
策
、
艇
掛
政
策
、
蹴
曾
政
策
、
踊
利
政
策
の
四
柿
を

凶
別

L
て
ゐ
る
。
而
し

τ此
等

ω目
的
を
有
す
る
租
枕
を
、
或
は
現
に
行
は
れ

τゐ
る
も
の
又
は
皐
者

ω一
明
に
狩

ん
で
ゐ
る
も
の
に
つ
き
ル
t
網
羅
し
・
そ
の
各
々
に
つ
い
て
一
見
に
詳
細
な
る
設
明
ご
批
評
己
を
加
へ
て
ゐ
る
。
以

下
白
島
昆
烏
の
分
類
を
基
礎
ご
し
て
財
政
以
外

ω各
稲

ω課
税
目
的
を
調
べ
る
。

岡
家
政
策
は
延
に
人
口
政
策
ご
枇
曾
化
正

ω
ニ
つ
に
分
れ
る
o

人
口
政
策
を
目
的
ど
す
る
相
税
山
第
一
の
も

ωは
猫
身
松
正
予
鮎
枕
ピ
で
あ
る
》
此
相
の
税
枇
は
人
口
減
退

ω

傾
向
b
る
仰
蘭
西
に
於
て
採
用
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
共
寅
盆
に
至

b
て
は
大
い
に
疑
問
正
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
蓋
し

所
得
税
又
は
柑
縦
枕
凶
附
加
枕

ω形
式
に
て
徴
牧
せ
ら
れ
る
結
果
正
し
て
共
放
呆
が
会
闘
人
口

ω
一
部
分
に
限
ら

れ
従
っ
て
此
租
税
本
来

ω
日
的
を
達
す
る
唱
が
出
来
な
い
か
ら
で
ゐ
る
。
又
人
口
の
増
減

ω
如
き
事
ん
非
合
理
的

現
象
に
魁
す
る
も
の
を
租
税
政
策
で
解
決
せ
ん
ピ
す
る
が
如
き
は
、
禁
事
自
髄
に
矛
盾
が
ゐ
る
。
人
口
政
策
を
目

的
ピ
す
る
第
二
の
租
税
正
し
て
入
閣
を
奨
脚

L
移
住
を
町
仰
が
ん
ピ
す
る
立
法
が
あ
る
。
然

L
此
税
法
は
抵
代
一
枇
曾

の
特
質
た
る
居
住
移
時
の
自
由
を
妨
げ
る
貼
仁
於
て
非
難
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

剖
肌
曾
化
の
精
品
仰
を
極
端
に
馳
固
持
す
る
事
は
租
税
問
家
を
巳
ぼ
し
て
粧
糠
国
家
を
建
設
す
る
仰
で
め
る
か
ら
、
此

Schmidt; a. a. O. S. 71-98 
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意
義
仁
於
て
人
口
政
策
同
総
に
同
家
政
策
正
し
て
注
目
す
べ
き
で
ゐ
ゐ
。
然
L
枇
曾
化
を
主
援
す
る
人
に
も
樋
々

の
階
段
が
ゐ
つ

τ、
多
数
は
寧
ろ
温
和
な
る
枇
曾
政
策
に
踊
し

τゐ
晶
、
財
産
税
其
他
の
方
法
で
牧
盆
を
重
課

し
、
免
税
紡
を
引
上
げ
て
小
所
得
叫
負
躍
を
経
(
し
、
又
は
山
部
進
税
率
を
諌

T
る
が
如
語
、

そ
の
主
張
の
一
部
分

で
あ
っ
て
、
〉
臼
O
R
者
向
間
口

2
の
所
謂
「
枇
曾
政
策
的
租
税
目
的
」
な
る
も
の
は
・
貨
は
此
忠
鶴
を
示
し
て
ゐ
る
も

の
で
あ
る
。
我
凶
に
於

τは
、
所
得
税
及
び
租
税
制
度
に
於
て
或
夜
度
迄
は
賞
現
せ
ら
れ
、
現
に
小
川
博
士
は
夙

に
此
立
法
を
主
減
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

経
済
政
策
的
U
的
ご
一
疋
ム
の
は
、
生
産
を
寄
せ
す
寧
ろ
之
を
柴
刷
せ
ん
ご
す
る
租
税
立
法
で
あ
る
。
租
枕

立
法
の
上
に
於

τ、
生
底
的
財
産
芭
不
生
産
的
財
産
ご
を
磁
別
し
、
生
産
的
階
級
E
不
生
産
的
階
級
ど
を
匝
別

L
、
真
に
生
底
的
所
得
己
不
生
産
的
所
得
ご
を
分
も
、
財
産
、
階
級
及
び
所
得

ω三
者
に
つ
い
て
生
産
的
な
る
も

の
を
助
長
し
不
生
産
的
な
る
も

ωを
抑
止
せ
ん
ご
す
る
の
で
ゐ
る
。
此
樋
の
租
枕
は
、
闘
に
よ
h
旭
川
影
響
を
異
に

し

τゐ
る
が
、
資
本
十
工
議
内
弊
害
を
助
長
せ
し
む
る
鮎
に
於
一
1
、
並
(
級
制
を
暴
露
L
て
ゐ
る
。
経
掛
政
策
的
目
的

の
租
税
を

mnr
日
目
先
は
以
下
入
項
じ
分
ち
説
明
を
加
へ
て
ゐ
る
。

第
一
は
資
本
書
伎
の
日
的
を
注
す
べ
き
租
税
で
ゐ
品
。
即
ち
獅
巡
り
所
得
税
法
が
規
定
す
る
が
如
〈
自
己
の
牧

相
批
を
再
投
資
す
る
場
合
仁
其
金
繍
に
り
所
得
税
を
昆
除
す
る
の
が
其
一
で
ゐ
る
。
叉
伊
太
利
の
所
得
税
法
の
示
す

が
如
(
他
人
よ
り
信
用
を
受
け
た
る
時
に
は
之
を
所
得
税
徴
放
の
際
仁
考
慮
す
る
の
が
其
こ
で
あ
る
。
夏
に
進
ん

首

財
政
以
M

打
出
掛
砧
目
的

第
二
十
七
巻

p、
ブL

"Ii 
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斗

自立

苑

財
政
以
丹
の
諜
結
目
的

第
二
十
七
俸

凡

首き

披

t 
o 

で
は
、

間
半
に
資
本
山
帯
肢
を
は
か
る
仁
止
ま
ら
十
嵐
〈
財
産
的
蓄
積
を
保
護
す
る
場
令
が
ゐ
る
。
而

Lτ
財
産
の

#
首
相
聞
を
柴
胤
ず
る
積
極
的
方
法

t
L
τ
は
保
険
料
金
を
所
得
金
額
よ
り
差
引
〈
の
で
あ
る
。
市
民
に
泊
絡
的
方
法
ご

し
て
は
楽
修
枕
を
定
め
て
不
生
産
的
前
投
を
制
限
せ
ん
ご
す
る

ω
で
あ
る
o

第
二
の
方
法
は
第
一
芭
畏
b
資
本
蓄
積
そ
の
も
の
を
日
的
・
己

L
て
ゐ
な
い
が
、
資
本
帯
杭
-f
司
る
金
融
機
関
に

税
法
上
思
此
志
向
之
、
以
て
資
本
蓄
械
を
容
易
な
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。

第
三
は
資
本
が
凶
外
に
洗
出

L
又
は
園
内
に
流
入
す
る
に
際
し
税
法
に
よ
b
手
心
を
加
へ
資
本
的
蓄
積
を
は
か

ら
ん
己
す
る
の
で
あ
る
。

第
四
は
企
業
・
米
に
劃
し
て
一
般
的
に
租
税
を
料
減
し
以
て
生
産
を
奨
胤
せ
ん
ご
す
る
の
で
あ
る
o

第
五
は
特
定

ω生
産
事
業
を
保
護
す
る
符
に
組
枕
立
法
を
な
す
の
で
あ
る

Q

そ
の
此
も
重
要
な
る
も
め
己

Lτ

内
凶

ω農
業
を
保
謎
す
る
目
的
を
以

τ職
入
陶
枕
が
設
け
ら
れ
て
ゐ
品
。

第
六
は
労
働
合
強
制
す
る
祖
枕
立
法
で
ゐ
る
。
刑
制
逃
が
山
県
ア
フ

9
カ
の
杭
民
地
に
於
て
勤
努
を
採
納
す
る
税
法

を
設
け
た
る
が
如
き
、
又
は
十
八
歳
乃
至
五
十
五
歳

ω
活
動
的
年
齢
山
人
に

L
て
何
等
の
職
業
な
き
時
は
附
加
枕

を
叫
す
る
が
如
、
き
其
例
で
あ
る
o

ヌル
l
y
-一
ア
仁
於
て
自
作
、
不
在
地
主
を
厄
別
し
不
在
地
主
を
重
引
附
す
る
が

如
き
も
亦
叫
労
働
強
制
の
辿
例
な

h
t
一
再
ひ
待
ら
れ
る
。

第
七
は
通
貨
政
策

ω目
的
を
有
す
る
租
税
で
め
る
。
品
四
換
件
庁
内
一
膨
脹
牧
縮
は
間
半
に
物
関

ω方
而
の
み
な
ら
中
経

隣
国
抑
全
般
に
大
な
る
影
響
を
劇
へ
る
も

ωで
あ
る
G

我
が
日
本
銀
行
米
闘

ω聯
邦
準
備
銀
行
、
獅
逸
の
帝
凶
銀

τ a 
.. '# ~，~ 



行
ん
り
正
貨
準
側
方
法
は
間
接
制
限
制
度
な
る
が
故
に
.
此
等
の
諸
凶
に
於
て
は
限
外
後
行
税
の
制
定
は
重
要
な
る

意
義
を
有
し
て
ゐ
品
。

第
八
は
中
産
階
級
の
保
護
を
目
的
正
す
る
租
税
で
あ
る
。
中
小
商
業
を
保
護
せ
ん
が
絡
に
そ
の
抑
制
敵
た
る
百
貨

応
に
特
別
枕
た
る
百
貨
応
税
eT
訊
問
し
て
腕
守
上
ρ

ン
ヂ
キ
ャ
ッ
プ
守
山
地
へ
る
の
が
一
一
例
で
ゐ
る
。
商
岩
酒
枕
に
旧
前
進

枕
卒
を
採
用
す
る
の
は
中
小
醸
造
家
を
保
存
し
以
て
大
醗
家
に
劉
抗
し
得
る
カ
を
養
は
し
む
る
に
ゐ
品
。

批
曾
政
策
的
目
的
を
有
す
る
租
枕
立
法
に
就
て
は
前
掲
枇
曾
化

ω所
に
於
て
設
明
し
た
所
で
ゐ
る
。
大
所

得
重
謀
、
財
産
及
牧
盆

ω重
献
が
之
に
崩
す
る
の
で
あ
る
。

枇
曾
政
策
的
目
的
を
七
制
す
る
特
殊
り
祖
枕
立
法
も
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
就
中
土
地
改
良
論
者
の
唱
ふ
る
草
一
一
枕

運
動
及
び
労
働
者
保
雄
政
策
が
注
目
す
べ
き
も
の
で
ゐ
る
。

最
後
に
頑
利
政
策
の
目
的
を
有
す
る
租
税
立
法
を
患
げ
る
o

有
害
消
費
物
の
消
費
の
制
限
を
始
め
己
仁
一
以

下
五
現
に
分
っ
て
説
明
す
る
。

四有
害
泊
投
物
仁
封
す
る
課
税
記
し
て
は
阿
片
税
己
酒
精
飲
料
枕
ご
の
二
つ
を
敷
へ
る
事
が
出
来
る
。
特
仁
問
題

己
な
る
の
は
酒
精
飲
料
税
で
あ
ら
う
。
過
去
の
経
験
に
よ
る
古
酒
精
飲
料
品
ゆ
消
費
は
大
鱒
仙

ω生
活
必
寵
ロ
聞
記

其
趨
勢
を
同
じ
〈
し
て
ゐ
る
。
北
事
は
酒
精
飲
料
品
が
可
な
り
根
強
〈
国
民
生
活
に
食
ひ
入
り
特
に
下
屠
枇
曾
の

愛
好
物
記
な
っ
て
ゐ
る
事
を
示
す
の
で
あ
る
。
従
っ
て
酒
精
飲
料
品
税
の
税
率
を
引
上
げ
る
事
は
果
し
て
一
渦
利
政

策
上
宜
し
き
を
得

τゐ
る
か
ど
う
か
は
疑
問
記
す
る
所
で
あ
る
G

詰

苑

財
政
以
件
。
操
枕
目
的

第
二
十
七
巻

ブb
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鼠

苑

財
政
以
外
の
鵠
枕
目
的

第
二
十
士
容

O 

第

貌

七

第
ニ
は
生
活
必
需
品
取
締
ゆ
目
的
を
以
て
、
人
治
バ
タ

1
仁
課
税

L
以
て
響
察
取
締
の
震
を
ゐ
げ
ん

t
す
る
の

で
あ
っ
て
北
米
合
栄
岡
仁
其
例
を
多
〈
見
受
け
る
の
で
ゐ
る
o

第
三
は
蓄
犬
税

r
ゐ
つ

τ、
こ
れ
は
一
は
恐
水
病
珠
防
の
目
的
を
以
て
飼
犬
に
課
税
す
る
の
で
あ
る
。
バ

1
J
7

ン
闘
の
如
き
は
一
八
四
二
年
に
蓄
犬
枕
を
施
行
L
た
る
結
山
本

ξ
L
て、

一
人
四
二
年
に
三
九
、
七
二
七
顧
の
倒
犬

を
有
せ
仁
も
の
が
翌
了
八
四
三
年
に
は
二
問
、
九
五
七
闘
に
減
じ
た
己
云
ふ
事
で
あ
る
。

第
四
は
美
的
要
求
に
基
〈
租
税
立
法
で
あ
る
。
美
術
館
其
他
惑
術
に
悶
係
ゐ
る
建
物
は
日
公
私
を
拘
は
宇
之
を
免

税
す
る
の
は
消
極
的
立
法
の
質
例
で
ゐ
る
。
又
風
景
を
害
す
る
が
如
き
庚
告
看
板
類
に
課
税
す
る
の
は
積
極
的
立

法
の
通
例
で
あ
る
。

第
五
は
伎
宅
改
良
の
目
的
を
有
す
る
税
法
で
あ
る
。
伊
太
利
の
所
得
税
訟
の
如
き
は
改
築
家
屋
に
住
居
す
る
時

に
は
一
定
年
限
免
税
を
す
る
ご
一
耳
ム
特
典
を
奥
へ
て
ゐ
る
。

以
上
、
口
。
E
印
n
r
日
目
先
の
所
調
「
財
政
以
外
の
課
税
目
的
」
を
闘
家
政
策
、
経
済
政
策
、
枇
曾
政
策
、
福
利
政
策

の
四
つ
に
分
も
で
説
明
し
た
の
で
ゐ
る
。
詳
細
仁
わ
た

b
吟
味
す
れ
ば
、

そ

ω掲
「
る
目
的
の
内
容
仁
つ
昔
前
後

矛
盾
す
る
所
も
あ
h
.
又
租
税
以
外
の
性
質
を
有
す
る
も
の
が
混
入
し
て
白
る
事
も
考
へ
得
る
。
互
に
印
各
自
主
円

が
課
税
以
外
の
目
的
正
時
僻
す
る
も
の
も
異
相
を
窺
へ
ば
、
財
政
的
目
的
を
議
せ
ん
が
縛
め
に
祖
枕
負
檎
能
力
を
顧

慮
し
た
結
川
端
た
る
事
も
ゐ
る
。
然

L
会
韓
正
し

τ見
れ
ば
、
財
政
以
外

ω謀
枕
目
的
な
る
も
の
が
如
何
な
る
内
容

を
有
し
て
ゐ
る
か
に
つ
い
て
輪
廓
を
明
か
に
し
て
ゐ
る
の
で
ゐ
る
。



第
四

課
税
の

目
的
論

課
税
の
目
的
が
財
政
に
存
す
る
事
は
、
凡
て
の
事
者
の
承
服
す
る
所
で
め
る
o

而
L
て
課
税
の
目
的
が
財
政
の

み
に
存
す
る
事
は
、
多
〈
の
血
中
考
の
主
張
す
る
所
で
ゐ
る
G

然
る
に
、

こ
ω
Z
M
F円
日
正

E
O
。
己
可
の
思
怨
に

針
し
、
反
謝
の
設
を
な
し
た
の
が
〉
L
O
一
『
巧
ω
宮
内
勺
の
枇
曾
政
策
的
課
税
目
的
説
で
ゐ
る
。

巧
仰
向
日
寸
は
視
枕
を
二
つ
に
H
T
も
制
察
し
て
ゐ
る
。

一
は
絶
相
判
的
の
純
終
済
的
範
時
正
し
て
の
租
税
で
あ
っ
て
、

財
政
牧
入
の
目
的

ω
み
を
右
し
て
ゐ
る
o

第
二
は
相
調
的
の
歴
史
的
法
的
範
時
正
し
て
の
租
税
で
あ
っ
て
、
共
日

的
は
時
代

ω路
史
及
び
法
律
制
度
に
よ
bd
て
影
響
を
受
付
磁
化
す
る
の
で
ゐ
る
。
然
る
に
現
代
枇
晶
聞
に
於
て
は
凶

民
財
産
並
に
闘
民
所
得
の
分
配
が
宜
し
き
を
得

τゐ
な
い
か
ら
・
財
産
及
び
所
得
の
分
配
使
用
を
矯
正
す
る
必
要

が
存
し
て
ゐ
る
。
か
(
て
際
史
的
法
的
範
鴫

εし
て
の
税
税
は
、
現
代
の
法
的
組
織
の
下
に
あ
っ
て
は
、
一
批
曾
政

策
的
目
的
を
有
せ
ね
ば
な
ら

ργ
云
山
の
で
め
る
。

d
片
山
間
口
日
が
枇
品
目
政
策
e
T
畝
税
目
的
仁
政
へ
た
事
が
、

m 
政

以
外

ω
目
的
を
租
税
仁
認
め
た
る
代
表
的
の
質
例
で
あ
る
o

4
〈
釦
伺
ロ
A
川
町

の
議
論
じ
到
し
て
は
本
凶
仁
於
て
も
有
力
な
る
反
針
論
が
あ
っ
た
が
、
我
国
に
於
て
も
少
な
か
ら
す

存
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
我
闘
の
反
謝
論
者
は
、
凋
桶
喝
の
反
劃
論
者
円
c
R
及
び
白
色
昨
ユ
n
F
Z
同
じ
〈
課
税
目

的
を
財
政
的
目
的
一
本
鎗
で
解
決
せ

A
E
す
る
の
で
あ
る
心
現
に
反
射
論
者
の
一
人
た
る
内
地
博
士
は
次
の
如
〈

に
一
去
っ
て
ゐ
ら
れ
る
G

挺

苑

七

財
政
以
外
の
課
稔

H
的

第
二
十
七
を

一
一一

第

披

内地博辻、財政皐蜘諭 155-168品。9) 



詑

茄

肘
此
以
外
の
謀
説
目
的

第
二
十
七
を

ヒ
~~ 

都

観

「
本
高
財
政
的
構
拙
を
識
す
と
こ
る
の
租
祉
と
財
政
以
外
自
制
拙
を
識
す
と
ζ

ろ
の
租
肱
と
は
共
山
名
は
等

L
f租
枇
な
る
も
、
北
山
本
質
に
於
て

金
品
開
時
た
る
も
白
な
る
を
叫
て
、
之
を
泊
同

L
て
立
論
す
る
は
一
内
部
か
の
加
〈
に
し
て
、
却
う
て
向
、
b
迷
路
を
求
む
φ
の
踏
む
き
に
非

f
h

此
稗
の
反
机
割
論
に
謝

L
、
当
ω四
百
円
の
設
を
修
正
し
て
財
政
以
外
的
課
税
目
的
を
認
め
た
の
は
小
川
博
士
で
ゐ

ゆ

『

お

る
h

一
見
に
紳
戸
川
土
方

ω
雨
博
士
は
尉
政
目
的
を
本

H
的
正
【
期
政
以
外
の
日
的
を
副
目
的
ご

L
て
、
此
問
題
を

m決
し
て
ゐ
ら
れ
る
。

要
す
る
に
、
現
行
組
枕
の
全
部
を
財
政
的
目
的
伯
母
ゅ
よ
b
観
察
す
る
事
は
不
可
能
で
ゐ
っ
て
、
向
比
百
他
仁
課
税

目
的
的
存
す
る
事
は
卒
者
の
一
致
す
る
所
で
め
る
。
現
に
、
財
政
目
的
を
強
調
せ
ら
れ
る
内
池
博
士
が

1
1
目
的

芭
云
ム
言
葉
で
な
い
が

1
1「
組
枕
に
於
り
る
財
政
以
外
の
峨
飽
」
ζ

一
目
ふ
一
章
を
設
け
て
ゐ
ら
れ
る
の
で
も
此
事

は
明
か
で
ゐ
ら
う
。
只
則
政
以
外
り
目
的
的
存

L
て
ゐ
る
ご
五
ふ
車
中
正
知
山
崎
に
雑
然
た
る
日
的
を
机
枕
に
峰
h
込

ん
で
租
税
制
肢
を
乱
す
の
が
善
い
か
惑
い
か
M
」
云
ふ
一
事
ご
は
会
〈
別
例

ω問
題
で
ゐ
る
。

の
F
R一且
[
o
r
z
u
F
H
u
n『
買
の
言
ふ
が
如
〈
勺
財
政
外

ω
課
税
日
的
に
閲
し
て
は
巳
に
理
論
的
研
究
が
存
在

L
、

且
つ
主
正
し
て
一
肱
曾
政
策
的
目
的

ω秘
秘
及
び
保
護
闘
枕
山
二
つ
に
議
論
が
集
中
し
て
ゐ
た
の
で
ゐ
っ
た
ω

然
る

仁
こ
の
二
つ
の
大
白
的
以
外
に
財
政
以
外
の
課
税
目
的
が
存
す
る
事
を
一
不
し
且
つ
此
等
り
課
税
目
的
を
整
理
し
て

系
統
づ
け
た
る
闘
に
ロ
o
E
山
岳
邑
岳
の
駒
山
九
り
阿
国
値
が
い
仔
在
し
て
ゐ
る

ω
で
ゐ
る
υ
E
M
F吋
耳
目
E
o
s
-可
の

設
に
反
封
じ
て
柿
々
の
理
想
を
机
枕
制
度

ω上
に
貨
現
せ
ん
ご
す
る
主
肢
が
強
〈
な
っ

τゐ
る
一
帯
は
、
事
の
善
九
州
必

は
別
ピ

Lτ
も
・
動
炉
す
ぺ

h
r
B
b
g
る
一
中
貨
で
ゐ
る
。
此
隅
師
、
的
。
「
日
目
去
の
如
き
研
究
仁
ょ
う
一
1
租
税
が
迭
し
得

る
則
政
以
外
の
目
的

ω限
M
R
を
知
る
事
を
得
た
の
は
亭
挑
の
翁
め
に
喜
ば
し
い
一
帯
で
あ
る
。
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